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閣議後記者会見概要く開係部分抜粋1

日時こ平成14年8月30日 く金1 10ニ36ノ-l lこ05

場所ニ厚生労働省記者会見場

0記者

昨日C型肝炎の間題で.フイブリノゲン製剤の省内調査の最終報告が出たわけですけ

れども.その報告を受けて大臣はどのようにお考えか.見解をちょっと教えていただき

ませんかD

O大臣

そうですね.かなり遡リまして. 1 977年ですかね. 77年とLlうことは昭和52

年になLJますか.その当時のことであLJますが.国がやっておることであリますから.

責任はいかなる場合であろうと国に責任があることは私は当然だというふうに思って

おりますo しかしその責任の程度でございますが.その当時の旧厚生省の内邪を払も十

分に知っているわけではございませんけれども.海外の状況まで把握をする体制になか

ったことは事臭であります.私はそれは率直に反省をしなければならないというふうに

思っております.ただその当時保存用の輸血用の血液ですね.保存血液におきましても

約1 0 %前後の輸血後肝炎.血清肝炎が発生をしていたと.それは輸血後肝炎という言

い方でございますから.その中にB型も含まれていたかもしれないし. C型も含まれて

いたかもしれない.そういう状況であったわけでございますけれども..それくらいの発

生があったという時期であリますから.当然多くの人の血液を集めまして作リます血液

製剤というものからもやはり発生することは医学的な常識になっていたということは

事実でございます.しかし発生をする可能性はあるけれども.その保存血液やあるいは

血液製剤は使わざるを得ないという.そういう状況にあったことも事臭でございます.

それらのことを勘案をしてどうするかということを今振り返リまして考えなければな

らないだろうというふうに思jております.いろいろ調査もL,てもらいました.そして

旧ミドリ十字につきましては当時どういう状況にあったのかということも,かなり何度

も繰り返し調査をいたしているところであります.この旧ミドリ十字は現在喋なくなっ

ているわけでございますけれども.引き継いでいる企業があるわけでございますので.

過去に遡ってそうした調査もしてもらっていると.現在もう-つ調査を継続をいたして

おリますのは. lp970年代,したがいまして昭和40年代.昭和60年まででござい

ますが. Bプ口ピオラク卜ンという不活性処理の物質を入れていたわけでありまして.

どうもこの期間は発生が非常に抑えられていたということも言われておりましてlただ



し昭和6 0年になりましてBプ口ビオラク卜ン.これが発ガン性があるのではないかと

いう疑いでございますけれども.そういう論文が出たリいたしまして,これを中止をい

たしました昭和60年I 1985年でございますか,ここから6l, 621 63と. 6

2年には加熟処理をするようにいたしましたが,しかし加熱処矧まあまり効かなかった.

したがいまして6 1年から6 3年くらいの間lここにかなり発生をしている.それまで

の報告は少ないということでございまして,ここで大量に発生をしてきたということで

あリますので. 8プ口ピオラク卜ンがどれだけ効いていたのかとも1うことにつきまして

も現在もう-度調査左してもらっているところでございますoこういう状況を振リ返っ

てみまして国としての責任は十分にありますけれども,しかしその当時の医療界全般の

この状況からいたしまして.やはリ血清肝炎というものを完全に除去するということは

不可能な時代であったということもやはリ我々は認識もしていかなければならないと

いうふうに恩っている次第でございますo

O記者

報告書については省外から身内だけの調査じゃなくて第三者機関みたいなものに評

価してもらうベきではないかという声も出ているんですが.これに関してはいかがです

か.

0大臣

調査をいたしております当時の各医学界.外科学会であリますとか.輸血学会であり

ますとか.そうした外部の皆さん方のご意見も寄せていただいておリまして.その当時

どういうふうであったかということも意見を頂戴をいたしております.最もやはり間題

視をしてお見えになりますのは輸血学会でありましてl当時私もその輸血学会に入って

おりましたけれども.かなリ輸血学会の中ではlその当時は血清肝炎,輸血後肝炎とい

うふうに呼んでおりましたけれども.間題視をされていたことは事実でございます.い

かにしてそれを減らしていくかということであったというふうに思います.いろいろな

提言もなさっ七いるということを最近になリましてそうした報告からも知ったところ

でございます.そうした外部の皆さん方と申しますか.医療界の皆さん方のご意見も十

分に聞いていかなければならないという..Slうに思っている次第でございます.これは過

去のことでございますけれども.こうしたことを繰リ返さないためにはどういう手を打

つていけばいいかということを勉強するためには,やはり綿密な調査lやはリ外部の人

の皆さん方のご意見というものも聞いていかないといけないというふうに患っており

ます.

0記者

海外の情報やそういった外部からの情報をきちんと集約して行政に生かす.そういっ



た体制が不十分だったけれども.それと健康被害が結びつくということはどうなのかな

と.結びつかなかったと推測されるというふうに昨日の会見では言っているんですけれ

ども,行政責任についてはっきりと認めないと.事実上否定しているわけですけれどもl

大臣の方はどのようにお考えですか.

0大臣

それはその当時のといたしましては血清肝炎が,あるいは硯在でいいますところのC

型肝炎を含めました肝炎が発生をしていたことは事実でございますから.そこは率直に

そうであったということを認めざるを得ないという.S,うに恩いますoただ私が申し上げ

ておLJますのは.その当時の医学界としては血清肝炎が発生するけれども.その血液を

便わざるを得ない状況にあったということを言っているわけでありまして.そうした状

況の中でどうしていくのかと.これからも同じような立場に厚生労働省は置かれるであ

ろうというふうに思いますから,海外の状況というものにつきましても.国内はもちろ

んでございますが.これは海外の状況につきましてもしっかりとアンテナを高くして.

そ.して全てのことの状況を把握をしていかないといけないんだろうというふうに思っ

ておりますoですからその当時としてはやはり旧厚生省l諸外国の状況を把握する体制

は不十分であると.

0記者

先程,最初に国がやっていることだから責任があるのは当然だとl被害が出ているこ

とも事実として認めなければいけない,体制にも不備があったというご趣旨なんですけ

れども.そうしますとこれらを踏まえて.今後,例えば感染者から補償ですとか.治療

費の無料化ですとか,そういう要望が出てきているかと思うのですが,これについて国

の責任をどう反映させていくかということについてはいかがでしょうかo

O大臣

私は.そういうことがあるとするならば.それは裁判所が判断をされることだという

ふうに思いますけれども.私は時代にもそれはよると思います. l.9 8 0年. 9 0年代

になってからの間題と.それから1 9 6 0年や7 0年代の開題とは時代的な背景の違い

というものは私はあるという..Slうに恩います.初期の段階においてそれを今間うことは

非常に難しいと私は思っております.


